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京都市建設局道路建設部道路建設課道路事業予定地における利用者募集要項 

 

 道路整備事業においては、事業の円滑かつ効率的な執行と合理的な土地利用を図るため、将来、道路

に供する用地を先行して取得しています。取得後、事業に着手できていない用地については、市民や事

業者への有償貸付や公園などの公益に資する利用を図っております。このたび、道路事業が実施される

までの間、事業予定地の活用を図るため、以下のとおり利用者を募集します。 

 

１ 公募物件の概要 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第７項及び京都市公有財産及び物品条例（昭

和３９年条例第３９号）及び京都市公有財産規則（平成２年４月１日第２０号）の規定に基づき、次

の物件の行政財産の目的外使用許可（以下「使用許可」といいます。）を行います。 

物件の名称 所在地 
使用面積 

（㎡） 

最低使用料 

（年額） 

鴨川東岸線 

事業予定地 

京都市東山区一橋野本町５０－６、５０－７、

５１－１※土地の形状等は別添の平面図参照 
105 260,921円 

 

２ 募集対象施設 

駐車施設又は時間貸駐車場（月極駐車場を除く） 

  ＊ 上記以外の施設であっても、「３ 公募の条件」に合致すれば、応募可とします。 

 

３ 公募の条件 

  公募を行う土地は、将来道路となる事業用地であるため、次の事項を了承のうえ応募してください。 

（１）使用許可 

   利用に当たっては、地方自治法第２３８条の４第７項の規定に基づく行政財産の使用許可の手続

をとっていただきます。 

（２）使用許可期間 

   令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

   なお、当該地については、令和９年度から道路整備事業が開始される見込みのため、使用許可の

更新は、行いません。 

（３）設置可能物件 

   将来の道路事業の施行に支障とならないよう、除去の困難な構造ではないものとします。いずれ

の利用についても、平面利用を想定しておりますので、プレハブ等の簡易構造物であっても設置す

ることはできません。 

（４）使用料  

   利用者が提示した金額を使用料とし、原則、一括で納付していただきます。 

   ただし、京都市（以下「本市」という。）で設定する最低使用料以上であることとします。 
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（５）その他の費用 

   利用に当たっての設計、整備、運営及び維持管理、修繕等に係わる一切の費用については、使用

料とは別に利用者の負担とします。 

（６）使用上の制限等 

  ア 対象物件は、使用を許可された用途以外の用途に供することはできません。 

  イ 次の(ｱ)から(ｶ)までに該当する使用はできません。 

   (ｱ) 易燃性若しくは爆発性物件、その他危険と認められるものを搬入し、若しくは貯蔵し、又

は使用すること。 

   (ｲ) 悪臭、騒音等を発する物件を保管又は設置すること。 

   (ｳ) 公序良俗に反し、社会通念上不適当であるもの。 

   (ｴ) 政治的又は宗教的用途に使用すること。 

   (ｵ) 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第２条に規定する風俗営業の用途

に使用すること。 

   (ｶ)  京都市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団の事務所その他これらに類するも

のなど、公序良俗に反する用途に使用すること。 

  ウ 利用者は、使用許可に基づく権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、質入若しくは担保に供し、

又は使用許可を受けた物件の賃貸借・使用貸借、営業の委託（自動販売機の管理を運営会社に任

せる方法を含む）若しくは名義貸し等をすることはできません。 

  エ 利用者は、対象物件の使用に当たり、この土地の形質を改変することはできません。ただし、

あらかじめ本市から書面による承諾を受けた時は、この限りではありません。 

  オ 使用目的に対応する法令を遵守してください。 

（７）使用許可の取消 

   次の各号に該当するときは許可を取り消すことがあります。また、この場合、本市又は第三者に

損害を与えたときは、すべて利用者の責任でその損害を賠償しなければなりません。 

  ア 使用許可物件を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。 

イ 利用者が許可条件に違反したとき。 

  ウ 利用者が３（６）の使用上の制限に違反したとき。 

  エ 利用者が提案内容を実施しなかったとき。 

オ 利用者が応募者の資格を失った場合 

カ 利用者が、京都市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者に該当する

ことが判明した場合。 

  キ その他利用者が法令等の規定に違反した場合 

（８）原状回復等 

  ア 利用者は、対象物件の設置又は管理の瑕疵に起因して対象物件を損傷し又は汚損したときは、

速やかに本市に届け出るとともに、その指示に従い使用場所を原状回復し、又はその費用を負担

することとします。 
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  イ 使用を許可した期間が満了するときは使用期間満了日までに、又は本市が使用許可を取り消し

たときは本市の指定する期日までに、自己の負担で、対象物件を原状に回復して返還してくださ

い。ただし、本市は、合理的な状態での返還を指示することもできることとします。なお、この

場合、利用者は市に対し返還に伴って発生する費用、損失及び立退き料等一切の請求をすること

はできません。 

  ウ 利用者が前２号の義務を履行しないときは、本市は利用者の負担においてこれを行うことがで

きることとします。この場合において、利用者は何らの異議を申し立てることができません。 

（９）自然災害の責任 

   本市は、自然災害による被害について、その責を負いません。 

（10）疑義の決定 

    この条件に関し疑義のあるとき、その他対象物件及び使用方法について疑義を生じたときは、す

べて本市の決定するところによるものとします。 

（11）公募の取りやめ 

   公募開始後であっても、当該物件について、公用又は公共用のために供する必要が生じた場合は、

利用者の公募を取りやめることがあります。 

（12）その他 

   住宅に隣接しているため、使用にあたっては、周辺住民に迷惑をかけないように十分な配慮をし

て下さい。必要に応じ、当該物件区域内及びその近傍における道路の清掃、除草その他の管理を行

ってください。使用するうえで、周辺住民、その他第三者への説明や苦情対応等が必要となった場

合は、利用者の責任において適切に対応してください。また、こうした対応を行った場合は、対応

内容を文書により報告してください。 

 

４ 応募資格 

  次の（１）又は（２）のいずれかの要件を満たす者 

（１）本市の指名競争入札有資格名簿又は一般競争入札有資格名簿（以下「有資格者名簿」という。）

に搭載されている者であり、かつ、募集開始の日から利用者決定の日までの間において、競争入札

参加停止を受けていない者 

    ア 提案する業務について、１年以上の実績を有していること。 

イ 本募集要項の内容を遵守できること。   

（２）有資格者名簿に登載されていない者については、次の要件に該当し、かつ、自己を証明する書類

（注）を提出する者 

    ア 提案する業務について、１年以上の実績を有していること。 

イ 本募集要項の内容を遵守できること。   

ウ 会社更生法及び民事再生法に基づく更生・再生手続中でないこと。 

エ 代表者、役員又はその使用人が刑法第９６条の６又は第１９８条に違反する容疑があったとし 

て逮捕若しくは送検され又は逮捕を経ないで公訴を提起されている場合は、提訴から２年以上経



4 

 

過していること。  

オ 法人又はその代表者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第３条又は第８条第

１号に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された場合は、認定された日から２

年以上経過していること。契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でない

こと。 

カ 国税（法人税又は所得税及び消費税）、京都市税（市民税及び固定資産税）、水道料金及び下水

道使用料を滞納していないこと。 

キ 申出者又は応募者である役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若

しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している

者をいう。）が京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条例同条第５号

に規定する暴力団密接関係者ではないこと。 

 

 

（注）自己を証明する書類 

 有資格者名簿に登載されていない方については、申込みに当たって、一部の方を除いて（※）、

下記の書類の提出をお願いします。 

 

＜利用者が個人であるとき＞ 

・印鑑登録証明書（利用申込日から３箇月以内に発行されたものに限る） 

・誓約書（京都市暴力団排除条例施行規則第１号様式） 

 

＜利用者が法人であるとき＞ 

・履歴事項全部証明書及び印鑑登録証明書（利用申込日から３箇月以内に発行されたものに限る） 

・誓約書（京都市暴力団排除条例施行規則第１号様式） 

 

※誓約書（京都市暴力団排除条例施行規則第１号様式）の提出を免除する方 

１ 国、地方公共団体、外郭団体、NPO・公益社団（財団）法人等の法令等により設立に当たって暴力

団員等が排除されている団体 

２ 本市施設の指定管理者として指定されている事業者 

３ 京都市暴力団排除条例第６条に該当する場合（市民の権利を不当に侵害することとなる場合） 

 

 

５ 保証人・保証金 

   提案される使用料が５０万円を超える場合は、使用許可の申請の際に保証人予定者を内申いただき、

次の資格要件を満たしていることが証明できる書類を添えて提出ください。使用許可後に利用者及び

保証人の署名又は記名等のある標準保証書を提出してください。 
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＜保証人の資格要件＞ 

１ 日本国内に住所（法人その他の団体にあっては、事務所又は事業所）を有すること（可能な

限り本市又は本市に隣接する市町村の区域内に住所を有すること） 。 

２ 使用料の年額の５倍以上の年間所得又はこれに相当する固定資産評価額の不動産を有する

こと 。 

   ※１ 保証人を立てることが困難な場合は、使用料（年額）の１／４の保証金を納付してくださ

い。 

   ※２ 法人の場合は代表者印（丸印）、個人の場合は運転免許証等の本人確認書類を求めます。 

 

 ６ 質問書の提出及び回答 

（１）提出期限 令和８年２月１６日（月）必着 

（２）提出方法 送付、メールにより書面（本市指定様式１）にて提出してください。（持参、電話、

ＦＡＸによる受付は行いません。）なお、質問書を提出できる者は応募申込者本人に

限ります。 

（３）提 出 先 〒６０４－８５７１ 

        京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

        京都市役所建設局道路建設部道路建設課 

        ｅ-ｍａｉｌ ：douken@city.kyoto.lg.jp 

（４）回答方法 質問内容を整理した上で、回答について、令和８年２月２４日（火）にホームペー

ジで公開します。 

 

７ 応募申込手続 

 （１）受付日時 令和８年２月１６日（月）から令和８年２月２７日（金）までの平日午前９時から

午後５時まで（正午から午後１時までは除きます。） 

（２）提出方法 受付期間内に、申込みに必要な書類を受付場所に直接持参してください。 

        （郵送ならびに電話、ＦＡＸ、メールによる受付は行いません。） 

（３）受付場所 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

         京都市役所建設局道路建設部道路建設課（分庁舎３階） 

（４）応募申込に必要な書類 （各１部用意して下さい。） 

  ア 応募申込書兼誓約書 様式２ 

  イ 土地利用計画書 様式３ 

  ウ 自己を証明する書類（該当者のみ、「４ 応募資格」参照） 

エ 直近１年分の法人税（法人）又は所得税（個人）と、消費税及び地方消費税の納税証明書（法

人の方は「その３の３」、個人の方は「その３の２」を提出してください。） 

  オ 直近１年分の本市市民税（個人市民税（普通徴収）又は法人市民税）及び固定資産税の納税

証明書（本市による課税がある場合に限る。） 

 



6 

 

  カ 調査同意書（本市の水道及び下水道の利用がある場合に限る。）様式４※ 

    ※京都市競争入札参加資格申請のための様式を準用します。 

  キ 直近１年分の決算書類（確定申告書及び収支内訳書又は青色申告決算書、個人の利用者のみ） 

  ク 利用者の概要（任意様式） 

    法人又は個人の事業種目、事業所、所在地、従業員数及び事業実績等 

   ＊ウ、エ及びオについては、発行後３箇月以内のものに限ります。 

   ＊ウ、エ、オ、カ及びキについては、有資格者名簿に登載されている方は、提出不要です。 

   ＊応募書類の返却はいたしません。 

   ＊上記書類のほか必要に応じて書類の提出を求めることがあります。 

 

○提出書類一覧 

○：提出が必要、△：免除になる場合あり、－：提出不要 

書類名 
有資格者名簿に 

登載されている者 

有資格者名簿に登載されていない者 

法人 個人 

応募申込書兼誓約書 ○ ○ ○ 

土地利用計画書 ○ ○ ○ 

自
己
を
証
明
す
る
書
類 

印鑑登録証明書 － ○ ○ 

履歴事項全部証明書 － ○ － 

誓約書（暴力団排除条例関係） － △ △ 

法人税（法人）又は所得税（個人）

と、消費税及び地方消費税の納税証

明書 

－ ○ ○ 

市民税（個人市民税（普通徴収）又

は法人市民税）及び固定資産税の納

税証明書 

－ ○ ○ 

調査同意書（水道料金・下水道料金） － ○ ○ 

直近１年分の決算書類 － － ○ 

利用者の概要 ○ ○ ○ 
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８ 利用者の選定 

（１）応募書類の審査 

提出された応募書類の審査を行い、必要な資格を満たしている者を選定対象とします。 

（２）使用料提案の審査 

    本市が設定する最低使用料以上の額で、かつ最高の金額を提示した者を利用者とします。 

なお、最高の金額を提示した者が２者以上ある場合は、当該応募者により再度、見積り合わせ

により決定します。 

（３）利用者の通知等 

利用者の決定は、令和８年３月６日（金）の予定とし、その決定後、本市のホームページに使

用料及び利用者を掲載します。（個人の場合は「個人」と掲載します。）利用者は、本市に目的外

使用許可の手続きを行い、使用許可を受けて、正式に利用者となります。 

 （４）失格要件 

    次のいずれかに該当すると認められる場合は、審査のうえ失格とします。 

   ア 選定審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合 

イ 提出書類の内容が募集要項の示す要件を満たしていない場合 

   ウ 本市が指定する様式を用いないで価格提案した場合 

エ 応募者の記名押印のない場合 

   オ 応募価格又は応募者の氏名その他主要部分が識別し難い場合 

   カ 金額の訂正、削除、挿入等のある応募申込による場合 

   キ 提出書類に虚偽の記載があることが判明した場合 

   ク その他不正行為があったと認められる場合 

 

９ 使用許可申請の手続き 

  使用許可の手続きは、利用者決定後に実施します。利用者には、細部についての協議を行ったうえ

で、「行政財産目的外使用許可申請書」の提出を求め、本市が決定後、「使用許可書」を発行します。 

  なお、使用許可は応募申込書に記載された名義で行います。 

 

 10 使用料の納入 

   利用者決定後、本市が発行する納入通知書により、本市が指定する期日（令和８年４月３０日）ま

でに納入してください。本市が指定する期日までに使用料が納入されない場合は、使用許可を取り消

す場合があります。 

なお、京都市公有財産及び物品条例第２条第３項の規定に基づき、本市において、使用許可物件を

公用又は公共用のために供する必要が生じ、使用許可を取り消す場合等を除き、既納の使用料は還付

しません。 
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 11 その他 

 （１）決定の取消し 

次の場合には、利用者としての決定を取り消します。 

    ア 正当な理由なく、指定する期日までに使用許可の手続きに応じなかった場合 

イ 利用者の決定から使用許可までの間に、利用者について資金事情の変化等により提案内容の

履行が確実でないと市が判断した場合 

    ウ 著しく社会的信用を損なう等により利用者として相応しくないと市が判断した場合 

    エ 利用者が４の応募資格の要件に適合しなくなった場合 

 

 （２）辞退する場合の取扱い 

   利用者として決定された以降に、目的外使用許可の申請を辞退する場合、当該利用者の決定を取

消したうえで、次点の者を繰り上げて新たな利用者とするか、再公募を行うことがあります 。ま

た、辞退した利用者へ損害賠償請求を行うことがあります。



平面図

〔琵琶湖疏水〕

【公募物件】

〔師団街道〕

Ｎ



様式１ 

令和  年  月  日 

      質  問  書 

 （あて先）京都市長  

 

「京都市建設局道路建設部道路建設課道路事業予定地における利用者募集要項」に関する質問書

を提出します。 

  

提 

出 

者 

住   所  

法人の名称及

び代表者（個人

の場合は氏名） 

 

所属・職名  

担 当 者 名  

電   話  

Ｆ Ａ Ｘ  

Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 

Ｎo. ページ 項目名 質問内容 

   
 

   
 

   
 

   
 

(例) １ 
１ 公募物件の

概要 

 

 

 
  

 



 

                                      様式２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

令和  年  月  日 

    応募申込書兼誓約書 

（あて先）京都市長 

                （〒   －    ） 

                 住 所（所在地）    

                 団体名                       

                 代表者氏名                    印 

                （事務担当責任者）                  

                 氏 名     

                 電 話     

                 ＦＡＸ     

                 Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   

 

 

「京都市建設局道路建設部道路建設課道路事業予定地における利用者募集要項」により、   

下記のとおり応募の申込みをします。 

なお、募集要項に定める応募資格を全て満たすとともに、提出書類の内容が事実に相違ない

ことを誓約します。 

記 

１ 応募物件の名称 

  鴨川東岸線事業予定地 

 

２ 上記提案使用料 

                  

 

３ 利用用途 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付番号 



 

様式３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

土地利用計画書 

１ 利用目的及び概要 

（目 的） 

 

 

（概 要）   

 

 

 

２ 計画・概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応募者名（法人名又は氏名）   

物 件 の 名 称 鴨川東岸線事業予定地 

 

 

 

 

 

受付番号 



別紙４





様式第１号（第３条、第４条及び第６条関係） 

 

誓  約  書 

（宛先）         年   月   日 

誓約者の住所（法人にあっては、主たる

事務所の所在地） 

誓約者の氏名（法人にあっては、名称及

び代表者名） 

電話     －     

 

暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等に該当しないことを誓約し

ます。 

誓約者並びに京都市暴力団排除条例第２条第４号イに規定する役員及び使用人

並びに同号ウに規定する使用人が、同条第５号に規定する暴力団密接関係者に該

当しないことを誓約します。 

誓 約 者 並 び に そ の 役 員 及 び 使 用 人 の 名 簿 

役職名又は呼称 氏 名 フ リ ガ ナ 生 年 月 日 性 別 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

注 誓約者並びにその役員及び使用人の名簿の欄は、次に掲げる区分に応じ、

それぞれ次に掲げる者について記入してください。 

⑴ 誓約者が法人である場合 京都市暴力団排除条例第２条第４号イに規

定する役員及び使用人（市長等又は指定管理者が全ての使用人について

記入することが困難であると認めるときは、市長等又は指定管理者が指

定する使用人に限る。次号において同じ。） 

  ⑵ 誓約者が個人である場合 誓約者及び京都市暴力団排除条例第２条第

４号ウに規定する使用人 


